
【プロポーザル方式に関する情報公開基準】 

(注) ○：開示 △：一部非開示情報を含む。 ×：非開示 

※「一部非開示情報」とは、見積書における積算単価・内訳、提案書類における社

員情報や配置内訳(常勤・非常勤の別)などをいう。 

 

 

受託候

補者特

定前 

受託候

補者特

定後 

契約締結後 

契約の相

手方に係

る情報 

契約の相手方以外

の提案者に係る情

報 

左のいずれに

も該当しない

情報 

要領及び技術提案書提出

要請書 
〇 〇 - - 〇 

提案者名 

（公募型プロポーザルに

あっては参加表明者も含

む。） 

× 〇 ○ 〇 - 

（提案書類） 

技術提案書 
× × 

× 

（開示請

求の場合

△） 

× - 

（提案書類） 

見積書 
× × 

× 

(開示請求

の場合△) 

× - 

（提案書類） 

その他提出書類 
× × 

× 

(開示請求

の場合△) 

× - 

採点表(合計点数のみ) × × ○ 

○ 

（事業者が特定で

きない形で公開す

る。） 

- 

採点表(評価項目ごと) × × 〇 

× 

(本人からの開示

請求の場合○) 

- 

委員名簿 × × - - 

× 

（委員構成は

〇） 


